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１ 目的 

当町において、広陵町版地域公共交通 MaaS 構築等委託業務について、公募型プロポーザル

方式により事業者から提案を募るもの。  

   

２ 業務の概要 

（１）業務の名称 

広陵町版地域公共交通 MaaS 構築等委託業務（以下「本業務」という。） 

（２）業務の内容 

別紙「広陵町版地域公共交通 MaaS 構築等委託業務仕様書」（以下「仕様書」という。）

のとおり。 

 （３）委託期間 

契約締結日の翌日から令和 9 年 3 月 31 日（水）まで  

 （４）事業費上限額 

令和 5 年度：6,500,000 円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

 ※AI 予約システム構築業務及び予約受付体制の確立業務の事業費上限額は 4,500,000 円

（消費税額及び地方消費税額を含む。）、保守管理及びシステム利用料の事業費上限額      

は、2,000,000 円（消費税額及び地方消費税額を含む。）とする。 

    ※令和 6（2024）年 4 月からの保守管理及びシステム利用料（事業費上限額 2,000,000

円（消費税額及び地方消費税額を含む。））については、別途単年度契約により行う

ものとする。 

 

３ 委託予定者の選定 

本業務の委託予定者の選定は、事業の実績、目的及び内容に最も適した者を選定するため

に、公募型プロポーザル方式によって行う。 

合格基準点は 60 点以上とし、提案事業者が１者の場合であっても、審査の結果、合格基準

点（60 点以上）に達していれば委託予定者とする。 

  なお、「広陵町地域公共交通運行再編に伴う MaaS を活用した新モビリティ導入検討に係る

サウンディング型市場調査」に参加した事業者については、審査において加点の対象とする。 

 

４ 事務手続及び事業スケジュール 

（１）公告日 

    令和 5 年 2 月 3 日（金） 

 （２）参加表明書の提出 

    公告日から令和 5 年 2 月 14 日（火）午後 5 時まで 

 （３）質問の受付 

    令和 5 年 2 月 14 日（火）午後 5 時まで 

（４）質問の回答 

令和 5 年 2 月 17 日（金）午後 5 時まで 

（５）企画提案書等提出期限 
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     令和 5 年 2 月 24 日（金）午後 5 時まで 

 （６）提案内容の審査日 

    令和 5 年 3 月 2 日（木）を予定 

※原則は 3 月 2 日（木）としますが、6 日（月）を予備日として設定します。 

 （７）審査結果通知  

    令和 5 年 3 月上旬を予定 

 

５ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次の要件を全て満たすものとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 

（２）広陵町の令和 5 年度入札参加資格を有しない者は、参加表明書提出の前に速やかに手

続を行うこと。 

   ※現在、令和 5・6 年度物品購入等に係る競争入札及び随意契約参加資格審査申請を受

け付けているため、以下 URL から様式を入手し、登録手続きを行うこと。 

    https://www.town.koryo.nara.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=5792  

（３）広陵町の入札参加資格を有する者については参加表明書提出期限の日以降において、

広陵町指名停止処分を受けていないこと。 

（４）参加表明書提出期限日以降において、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく

更生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）

又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされ

ている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2

号に規定する暴力団及び同条第 6 号に規定する暴力団員でないこと。 

※今回の事業は、JV（共同事業体）での応募も可とする。その場合、実施体制を明確に

すること。 

 

６ 質問の受付及び回答 

提出書類等の質問については、その旨を記載した質問書（任意様式）により、電子メール

で提出すること。また、件名を「広陵町版地域公共交通 MaaS 構築等委託業務に係る質問」と

すること。なお、電話及び口頭による質問には回答しない。 

※電話による受信確認を必ず行うこと。 

（１）提出先 

広陵町企画部総合政策課 sogoseisaku@town.nara-koryo.lg.jp 

（２）質問受付日 

令和 5 年 2 月 14 日（火）午後 5 時までに質問書（任意様式）を提出すること。 

（３）質問に対する回答 

令和 5 年 2 月 17 日（金）午後 5 時までに、参加表明書（第１号様式）の提出があった

者に対し、電子メールで回答する。 

 

 

 

mailto:sogoseisaku@town.nara-koryo.lg.jp
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７ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

公募型プロポーザルへの参加希望者は、次に定める書類（企画提案書等）に必要事項

を記載の上、提出すること。 

ア 参加表明書（第 1 号様式） 

イ プロポーザル提案申請書（第 2 号様式） 

ウ 誓約書（第 3 号様式） 

エ 会社概要書（第 4 号様式） 

オ 業務実施及び連絡体制表（任意様式） 

本業務を実施するに当たり、仕様書にある総括責任者及び主任担当者を必ず明記す

ること。 

キ 企画提案書（任意様式） 

①企画提案書表紙 

     ②業務実施スケジュール 

  ③企画提案書 

（ア）企画提案書の様式は原則としてＡ4 版用紙縦置きで、横書き両面印刷、左綴じと

し、使用するフォントの大きさは 11 ポイント以上とすること。補足資料は、必要

に応じて、Ａ4 版横、Ａ3 版横で使用すること。Ａ3 版の用紙を使用する場合は、片

面印刷とし、片袖折りにすること。 

（イ）企画提案書のページ下部に通しページ番号を振ること。なお、企画提案書は 10

枚（企画提案書表紙、スケジュール及び補足資料を除く。）までとすること。 

（ウ）使用言語は日本語とすること（ただし、専門用語を除く。）。 

（エ）記載内容については明瞭かつ具体的な記載とし、専門知識を有しない者に対して

配慮すること。また、専門用語、略語等に関しては、脚注により定義又は説明を付

記するなど、わかりやすい記載を心がけること。なお、企画提案書の記載内容は、

｢仕様書 7 業務内容｣の順に記載すること。 

ク 見積書（任意様式）  

※提案見積額は消費税額及び地方消費税額を除いた額とする。 

          ※AI 予約システム構築業務及び予約受付体制の確立業務並びに保守管理及びシステム

利用料の内訳を明記するとともに、各年度の内訳を明記し、見積書を作成すること。 

（２）提出期限等 

ア 提出書類配布期間 

公告日から令和 5 年 2 月 24 日（金）まで 

※提出書類等は、ホームページからダウンロードにより入手すること。 

イ 提出期限 

令和 5 年 2 月 24 日（金）午後 5 時までに提出すること。  

※ただし、参加表明書の提出期限は公告日から令和 5 年 2 月 14 日(火)午後 5 時まで 

ウ 提出部数 

正本 1 部  

※参加表明書については、代表社印を押印したもの１部のみの提出とする。 

 ※企画提案書を含むその他の提出書類については、データも併せて提出すること。 
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エ 提出場所 

広陵町企画部総合政策課（広陵町役場 2 階） 

メールアドレス sogoseisaku@town.nara-koryo.lg.jp 

オ 提出方法 

持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送する場合は、｢簡易書留｣により指

定期日必着で次の宛先に郵送すること。郵送方法が異なる場合は、受け付けない。 

 

【宛先】〒635-8515 

       奈良県北葛城郡広陵町大字南郷 583 番地１ 

       広陵町企画部総合政策課 宛 

カ その他 

（ア） 提出された企画提案書等は返却しない。なお、提出された書類は、この提案以

外の目的では使用しない。 

（イ） 企画提案書等の受理後の差し替え、追加、削除等は一切認めない。ただし、町

から指示があった場合を除く。 

（ウ） 次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書等を無効とする。 

（a）提出期限を過ぎて提出された場合 

（b）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（c）審査の公平性を害する行為があった場合 

（d）見積金額が事業費上限額を超えている場合 

（e）企画提案書の枚数が 10 枚を超えている場合（企画提案書表紙、スケジュール

及び補足資料を除く。） 

 

８ 審査について 

 （１）審査日 

令和 5 年 3 月 2 日（木）を予定 

※原則は 3 月 2 日（木）としますが、6 日（月）を予備日として設定します。 

 （２）審査方法 

提案内容については、対面でのプレゼンテーション及びヒアリング審査を実施し、総

合的に評価し、優秀であると認められた者を選定する。合格基準点は 60 点以上とし、提

案事業者が１者の場合であっても、審査の結果、合格基準点（60 点以上）に達していれ

ば委託予定者とする。 

（３）プレゼンテーション及びヒアリングについて 

  ア プレゼンテーション及びヒアリング時間 

1 事業者につき 30 分（提案 15 分、質疑応答 15 分） 

イ 提案者人数 

     3 名までとする。 

   ウ 提案内容 

     ｢７（１）キ 企画提案書｣にある内容のみを提案すること。提案内容をパワーポイ

ント等において表現する場合には、PC 等を持参すること。プロジェクター及びスクリ

ーンは当町で用意する。 
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※パワーポイント及び PC 等の使用は必須ではないが、システムにおける予約のデモ

操作を行うこと。 

   エ プレゼンテーション及び実施日時 

     令和 5 年 2 月 24 日（金）までに個別に電子メールにて実施時間を連絡する。 

   オ その他 

     新型コロナウイルス感染症の状況により、リモートにおいて審査を実施する場合も

ある。 

 （４）評価基準 

別紙「プロポーザル配点表」のとおり 

（５）審査結果の通知 

審査の結果は、提案のあった全ての事業者に文書により通知する。 

（６）優先交渉者の決定 

審査の結果、最も評価の高かった者を交渉権第 1 位とし、契約締結に向けて交渉する。 

交渉の結果、契約に至らなかった場合、交渉権第 2 位である次点の事業者と交渉契約 

締結に向けて交渉する。 

 

９ その他 

（１）企画提案書等の作成、応募、本プロポーザルに要する費用は、全て応募者の負担とす

る。 

（２）プロポーザル参加表明書の提出後に辞退する場合は、辞退届（第 5 号様式）により届

け出るものとする。 

（３）企画提案書及び見積書については、1 者につき 1 提案に限る。 


